[bookmark: _Hlk71466822]環境をサポートする株式会社きらめき
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

女性が管理職として活躍でき、また男女ともに職場生活と家庭生活の両立に資するよう職場環境を整えるため、次のように行動計画を策定する。
１．計画期間：　2026年4月1日　～　2031年3月31日
２．目標と取組内容・実施時期
目標１（女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する目標）
管理職に占める女性労働者の割合を20％以上とする。
＜実施時期・取り組み内容＞
2026年７月～ 四半期取締役会(新メンバー)で女性活躍に関する問題の提起
2026年10月～現在当社在籍の女性課長補佐4名(当社職制上は管理職)と女性係長3名に
意識調査の実施と現行制度の改善点の提言依頼
2027年4月～ 四半期の取締役会にて人事評価制度と研修制度の見直し着手
[bookmark: _Hlk71468292]2028年1月～ 取締役会の承認を得て、新制度の周知と特に係長級の研修充実
2028年4月～ 新制度における管理職の登用開始
2029年4月～ 実績確認、問題点等の把握

目標２（職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する目標）
　全労働者の有給休暇取得率75％以上とする。
＜実施時期・取り組み内容＞
2026年7月～ 有給休暇の更なる取得促進に関するトップメッセージの発信
2026年10月～もう一日有給休暇を多く取得しようキャンペーン実施
2027年10月～約一年行動して、取得にあたっての問題点の確認
女性活躍に関する情報公表
①男女間賃金差異　　 66.7%　　（令和7年3月期）
②女性管理職比率　　　0.0%　　（令和7年5月末）　
③係長級にある者に占める女性労働者の割合（課長補佐含む）　38.1%　（令和7年3月末）
④労働者一人当たり有給休暇取得率　　　　　68.8％ 　 (令和7年3月期)
⑤正社員一人当たり有給休暇取得率　　　　　67.0％　　(令和7年3月期)
以　上



